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○ 前回の旅館業法改正では、違法な民泊サービスの広がり等を踏まえて、無許可営業者に対
する取締り強化のための法改正を行った。

○ その後の状況を見れば、次のとおり、この法改正や関係機関での取組が相まって、自治体
が旅館業法違反のおそれがあると把握している事案数、及びそれらの指導等の数が順調に減少
している。

○ 引き続き、このような数値なども把握しつつ、関係機関と連携した取組を続けていくこと
とする。


